
1 

 

平成 30 年第９回稲城市教育委員会定例会 

 

１ 平成 30 年９月 19 日、午後２時から、消防署講堂において、平成 30 年第９回稲城

市教育委員会定例会を開催する。 

 

１ 出席委員は、次のとおりである。 

小野 好江 

城所 正彦 

今泉 浩史 

澁谷 香織 

小島 文弘 

 

１ 出席説明員は、次のとおりである。 

教育部長       石田 昭男 

教育指導担当部長   渡辺 恭秀 

教育総務課長     大塚 広満 

学務課長       中島 英 

指導課長       岸 知聡 

生涯学習課長     関口 美鈴 

体育課長       安藝 宏延 

学校給食課長     佐藤 知子 

図書館課長      佐藤 由美子 

 

１ 職務のため出席する職員は、次のとおりである。 

教育総務課教育総務係長 斎藤 晃二 

教育総務課教育総務係  鈴木 奏子 

 

１ 会議に付された事項は、次のとおりである。 

（１) 日程第１  会議録署名委員の指名 

（２) 日程第２  会期の決定 

（３) 日程第３  教育行政報告 

（４) 日程第４  第 26 号議案 

            「平成 30 年度稲城市教育委員会職員の人事について」 

    （５）日程第５  第 27 号議案 

           「稲城市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則」 

  （６）日程第６  第 28 号議案 

           「稲城市教育委員会会議規則の一部を改正する規則」 

  （７）日程第７  第 29 号議案 

           「稲城市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則」 
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（８）日程第８  第 30 号議案 

           「稲城市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則」 

  （９）日程第９  第 31 号議案 

「稲城市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一

部を改正する規則」 

    （10）日程第10    第 32 号議案 

                      「稲城市教育委員会公印規則の一部を改正する規則」 

  （11）日程第11  第 33 号議案 

           「稲城市教育委員会教育長の職務代理者を定める規則を廃止する

規則」 

（12）日程第12  第 34 号議案 

           「教育長の権限に属する事務の一部委任規程の一部を改正する規

程」 

    （13）日程第13  協議事項 

  （14）日程第14  報告事項 
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委 員 長  それでは、ただいまから、平成30年第９回稲城市教育委員会定例会を開催い

たします。 

      それでは、日程第１ 本日の「会議録署名委員」について、お諮りいたしま

す。前例に従いまして委員長指名といたしたいと思いますが、ご異議ございま

せんでしょうか。 

（ 異議なしの声あり ） 

 

委 員 長  ご異議なしと認めます。よって、本日の会議録署名委員は、澁谷委員にお願

いいたします。 

  次に、日程第２ 「会期の決定」について、お諮りいたします。本定例会の

会期は、本日１日とすることにご異議ございませんでしょうか。 

 

（ 異議なしの声あり ） 

 

委 員 長  ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日と決しました。 

      次に、本日は議事進行の都合により、日程第３ 教育行政報告、日程第５ 第

27号議案、日程第６ 第28号議案、日程第７ 第29号議案、日程第８ 第30号

議案、日程第９ 第31号議案、日程第10 第32号議案、日程第11 第33号議案、

日程第12 第34号議案、日程第14 報告事項を先に行い、その後、日程第４ 第

26号議案、日程第13 協議事項を行うことといたします。 

      その前に、前回の定例会の第22号議案の質問に対する回答を、教育総務課長

よりお願いいたします。教育総務課長。 

 

教育総務課長  前回の教育委員会で今泉委員からご質問がありました、第22号議案の「地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定依頼について」におきまして、第１条による

改正の新旧対照表において、給料、旅費及びその他給料を給与及び旅費に改正

するのであれば、別表第１で給料月額とあるが給与月額ではないかというよう

なご質問がありました。こちらにつきまして、第２条には、特別職の職員の給

料額は別表第１によると規定されておりまして、その別表第１は毎月支給され

る給料月額を表記しているものでございます。一方、教育長の給与には給料と

旅費と期末手当がありまして、旅費は第３条、期末手当は第４条に規定されて

おります。 

      以上でございます。 

 

委 員 長  はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

それでは、日程第３ 教育行政報告を教育長よりお願いいたします。 

 



4 

 

〔教育行政報告〕 

 

 

教育総務課長  １ 教育委員会後援名義について 

 

学務課長  １ 平成30年９月１日現在の児童・生徒数について 

      ２ 毒劇物管理状況点検の実施について 

      ３ 平成30年度第２回東京都市学事・保健・給食担当課長会について 

      ４ 平成30年度第１回稲城市立学校給食共同調理場運営委員会について 

      ５ 児童・生徒数・学級数（平成30年９月１日現在）について 

     

指導課長  １ 担当者事業について 

      ２ 推進事業について 

      ３ 研修事業について 

４ 教育センター関係について 

 

生涯学習課長  １ 社会教育委員関係について 

２ 芸術文化活動の振興について 

３ 成人式関係について 

      ４ 文化財の保護と普及について 

      ５ 生涯学習推進事業について 

      ６ 学校施設コミュニティ開放事業について 

      ７ 放課後子ども教室参加状況について 

８ 公民館主催事業の実施状況について 

      ９ iプラザの主な主催事業の実施状況について 

      10 平成30年８月生涯学習課利用統計について 

 

体育課長  １ スポーツ推進委員協議会関係について 

２ 市立公園内体育施設管理運営について 

      ３ 社会体育施設管理運営について 

      ４ 学校開放事業について 

      ５ 体力づくり運動推進事業について 

      ６ 地域市民プール運営事業について 

      ７ 市民体育大会関係について 

      ８ 東京ヴェルディ支援推進事業について 
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学校給食課長  １ ２学期学校給食開始について 

       ２ 施設見学会・試食会について 

３ 学校給食共同調理場衛生管理研修会について 

４ 学校給食野菜に関する圃場見学会について 

        

図書館課長  １ 市主催事業について 

      ２ 中央図書館主催事業(SPC運営)について 

      ３ 分館の主催事業について 

      ４ 城山体験学習館の主な事業について 

      ５ 地域との連携について 

      ６ 視察について 

      ７ 図書館の利用状況(平成30年８月)について 

 

委 員 長  教育行政報告が終わりました。 

      次に、日程第５ 第27号議案「稲城市教育委員会公告式規則の一部を改正す

る規則」を議題といたします。 

      教育長より、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

教 育 長  本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴い、稲城市教育委員会公告式規則の一部を改正する必要

があるので、本案を提出するものです。 

      詳細につきましては、教育総務課長より説明いたします。 

 

委 員 長  教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う条例改正につきましては、先月の教育委員会でご審議をいただきまして、

平成30年の第３回市議会定例会に上程させていただきましたが、今回は同様に

教育委員会の規則等の改正廃止について、第27号議案から第34号議案までご審

議いただくものでございます。 

      まず、第27号議案「稲城市教育委員会公告式の一部を改正する規則」でござ

います。恐れ入りますが、議案書及び議案概要説明書をごらんください。改正

の内容についてご説明をいたします。 

      まず、法律の条例によりまして、「第14条」を「第15条」に改めます。また、

第３条中、「委員長」を「教育長」に改めます。 

      付則につきましては、施行期日を交付の日からとし、経過措置として法の付

則第２条第１項の場合、いわゆる現教育長の在任中の場合は改正後の規則は適

用せず、改正前の規則が効力を有することを規定しております。 
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委 員 長  ありがとうございました。 

      以上で、提案理由の詳細説明が終わりましたので、これより質疑をお願いい

たします。何かございましたら、どうぞ。よろしいですか。 

 

（ なしの声あり） 

 

委 員 長  質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

      これより、第27号議案「稲城市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則」

を採決いたします。 

      本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

委 員 長  挙手全員であります。よって、第27号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、日程第６ 第28号議案「稲城市教育委員会会議規則の一部を改正する

規則」を議題といたします。 

      教育長より、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

教 育 長  本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴い、稲城市教育委員会会議規則の一部を改正する必要が

あるので、本案を提出するものです。 

      詳細につきましては、教育総務課長より説明いたします。 

 

委 員 長  教育総務課長、お願いいたします。 

 

教育総務課長  第28号議案「稲城市教育委員会会議規則の一部を改正する規則」でございま

す。恐れ入りますが議案書及び議案概要説明書をごらんください。改正の内容

についてご説明をいたします。 

      本則中「委員長」を「教育長」に改めます。 

      第５条中「委員の議席」の前に「教育長及び」を加えます。こちらは、教育

長が教育委員としての身分を持たなくなることによるものでございます。 

      第２章の章名を次のように改めます。「削除」。 

      第６条及び第７条を次のように改めます。「第６条及び第７条 削除」。こ

れは、委員長が廃止となることによる改正でございます。今回は削って、章か

らですね、条を詰めるという形ではなくて削除という形で改める改正をしてお

ります。 

      第13条中「出席委員」を「出席した教育長及び委員」に改めます。 

      続きまして、第22条中「委員」の前に、「教育長及び」を加えます。 
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      それから、第25条中（２）「出席委員」を「出席した教育長及び委員」に改

めます。 

      それから、第30条中「を通じて委員長」を削ります。 

      付則については、第27号議案と同様でございます。 

      以上でございます。 

 

委 員 長  ありがとうございました。 

      以上で、提案理由の詳細説明が終わりましたので、これより質疑をお願いい

たします。 

（ なしの声あり ） 

 

委 員 長  それでは、質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

      これより、第28号議案「稲城市教育委員会会議規則の一部を改正する規則」

を採決いたします。 

      本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

委 員 長  挙手全員であります。よって、第28号議案は原案のとおり可決いたしました。 

     次に、日程第７ 第29号議案「稲城市教育委員会事務局処務規則の一部を改正

する規則」を議題といたします。 

     教育長より、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

教 育 長  本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改 

正する法律の施行に伴い、稲城市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する

必要があるので、本案を提出するものです。 

      詳細につきましては、教育総務課長より説明いたします。 

 

委 員 長  教育総務課長、お願いいたします。 

 

教育総務課長  第29号議案「稲城市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則」でご

ざいます。恐れ入りますが、議案書及び議案概要説明書をごらんください。改

正の内容についてご説明を申し上げます。 

      法律の条ずれによりまして、「第18条」を「第17条」に改めます。 

      付則については、第27号議案と同様でございます。 

      以上でございます。 
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委 員 長  はい、ありがとうございました。 

      以上で、提案理由の詳細説明が終わりましたので、これより質疑をお願いい

たします。よろしいですか。 

 

（ なしの声あり） 

 

委 員 長  質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

      これより、第29号議案「稲城市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する

規則」を採決いたします。 

      本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

委 員 長  挙手全員であります。よって、第29号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、日程第８ 第30号議案「稲城市教育委員会傍聴人規則の一部を改正す

る規則」を議題といたします。 

      教育長より、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

教 育 長  本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行等に伴い、稲城市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する必

要があるので、本案を提出するものです。 

      詳細につきましては、教育総務課長より説明いたします。 

 

委 員 長  教育総務課長。 

 

教育総務課長  第30号議案「稲城市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則」でござい

ます。恐れ入りますが、議案書及び議案概要説明書をごらんください。改正の

内容についてご説明いたします。 

     本則中「委員長」を「教育長」に改めます。 

      第１条中「、年令」を削ります。こちらは法改正に伴うものではございませ

んけれども、傍聴人の年齢については必要がないと考えて、今回、削除するも

のでございます。 

      それから、第３条中「定員とする。」の後に、「ただし、教育長が必要と認

める場合は、これを変更することができる。」を加えます。こちらも法改正に

伴うものではございませんけれども、教科書採択等で傍聴を希望する方が多数

いらっしゃいまして、20名を超えて収容できる会場を確保できる場合があるた

め、加えるものでございます。 

      付則については、第27号議案と同様でございます。以上でございます。 
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委 員 長  ありがとうございました。 

      以上で提案理由の詳細説明が終わりましたので、これより質疑をお願いいた 

します。特にございませんか。 

 

（ なしの声あり ） 

 

委 員 長  質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

      これより、第30号議案「稲城市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則」

を採決いたします。 

      本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

委 員 長  挙手全員であります。よって、第30号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、日程第９ 第31号議案「稲城市教育委員会教育長に対する事務委任等

に関する規則の一部を改正する規則」を議題といたします。 

      教育長より、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

教 育 長  本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴い、稲城市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則を改正する必要があるので、本案を提出するものです。 

      詳細につきましては、教育総務課長より説明いたします。 

 

委 員 長  教育総務課長、お願いいたします。 

 

教育総務課長  第31号議案「稲城市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一

部を改正する規則」でございます。恐れ入りますが、議案書及び議案概要説明

書をごらんください。改正の内容についてご説明をいたします。 

      まず第１条中「第25条」を「第26条」に改めます。 

      また、新設された法25条第３項に「教育長は、教育委員会規則で定めること

により、第１項の規定により委任された事務または臨時に代行した事務の管理

及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない」という規定によりま

して、規則第１条第２項として「２ 教育長は、前項の規定により委任された

事務の管理及び執行状況を教育委員会に報告しなければならない」を加えます。 

      付則については、第27号議案と同様でございます。以上でございます。 
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委 員 長  ありがとうございました。 

      以上で提案理由の詳細説明が終わりましたので、これより質疑をお願いいた

します。特にございませんか。 

 

（ なしの声あり） 

 

委 員 長  質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

      これより、第31号議案「稲城市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則の一部を改正する規則」を採決いたします。 

      本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

委 員 長  挙手全員であります。よって、第31号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、日程第10 第32号議案「稲城市教育委員会公印規則の一部を改正する

規則」を議題といたします。 

      教育長より、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

教 育 長  本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴い、稲城市教育委員会公印規則を改正する必要があるの

で、本案を提出するものです。 

      詳細につきましては、教育総務課長より説明いたします。 

 

委 員 長  教育総務課長、お願いいたします。 

 

教育総務課長  第32号議案「稲城市教育委員会公印規則の一部を改正する規則」でございま

す。恐れ入りますが、議案書及び議案概要説明書をごらんください。改正の内

容についてご説明をいたします。 

      教育委員会委員長及び委員長職務代理者が廃止となりますので、別表第１中、

別表第２中、稲城市教育委員会委員長印、稲城市教育委員会委員長職務代理者

印を削除に改めます。 

      また、別表第２中、稲城市教育委員会委員長印、稲城市教育委員会委員長職 

務代理者印を削除に改めます。 

      付則については、第27号議案と同様でございます。以上でございます。 

 

委 員 長  はい、ありがとうございました。 

      以上で提案理由の詳細説明が終わりましたので、これより質疑をお願いいた

します。 
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（ なしの声あり） 

 

委 員 長  それでは、質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

      これより、第32号議案「稲城市教育委員会公印規則の一部を改正する規則」

を採決いたします。 

      本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

委 員 長  挙手全員であります。よって、第32号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、日程第11 第33号議案「稲城市教育委員会教育長の職務代理者を定め

る規則を廃止する規則」を議題といたします。 

      教育長より、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

教 育 長  本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴い、稲城市教育委員会教育長の職務代理者を定める規則

を廃止する必要があるので、本案を提出するものです。 

      詳細につきましては、教育総務課長より説明いたします。 

 

委 員 長  教育総務課長、お願いいたします。 

 

教育総務課長  第33号議案「稲城市教育委員会教育長の職務代理者を定める規則を廃止する

規則」でございます。恐れ入りますが、議案書及び議案概要説明書をごらんく

ださい。改正の内容についてご説明をいたします。 

      教育長の職務代理者を定める規則につきましては、法律第20条第２項に基づ

きまして、教育長の事務方の職務代理者について規定しておりましたが、法律

第20条が廃止されたことにより廃止するものでございます。教育長の職務代理

者につきましては、法律第13条第２項によりまして、教育長があらかじめ指名

する委員がその職務を行うことになります。 

      付則については、第27号議案と同様でございます。以上でございます。 

 

委 員 長  以上で提案理由の詳細説明が終わりましたので、これより質疑をお願いいた

します。 

      特にご質問等はないようですが、よろしいですか。 

 

（ なしの声あり） 
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委 員 長  それでは、質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

      これより、第33号議案「稲城市教育委員会教育長の職務代理者を定める規則

を廃止する規則」を採決いたします。 

     本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

委 員 長  挙手全員であります。よって、第33号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、日程第12 第34号議案「教育長の権限に属する事務の一部委任規程の

一部を改正する規程」を議題といたします。 

     教育長より、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

教 育 長  本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴い、教育長の権限に属する事務の一部委任規程を改正す

る必要があるので、本案を提出するものです。 

      詳細につきましては、教育総務課長より説明いたします。 

 

委 員 長  教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  第34号議案「教育長の権限に属する事務の一部委任規程の一部を改正する規

程」でございます。 

      恐れ入りますが、議案書及び議案概要説明書をごらんください。改正の内容

について、ご説明をいたします。 

      法律の条ずれによりまして、第１条中「第26条第２項」を「第25条第４項」

に改めます。 

      付則については、第27号議案と同様でございます。以上でございます。 

 

委 員 長  以上で提案理由の詳細説明が終わりましたので、これより質疑をお願いいた

します。ご質問等はよろしいですか。 

 

（ なしの声あり） 

 

委 員 長  それでは、質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

      これより、第34号議案「教育長の権限に属する事務の一部委任規程の一部を

改正する規程」を採決いたします。 

      本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 
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委 員 長  挙手全員であります。よって、第34号議案は原案のとおり可決いたしました。 

      次に、日程第14 「報告事項」です。「平成30年度稲城市学力調査結果概要

について」を指導課長より説明をお願いいたします。 

      指導課長、お願いします。 

 

指導課長  平成30年度稲城市学力調査結果の概要につきまして、報告させていただきま

す。お手元のＡ３の資料の１枚目をごらんください。 

      稲城市学力調査につきましては、平成29年度から始まった事業でございまし

て、今年度実施２年目となります。 

      本調査の目的につきましては、学習指導要領において習得が求められている

各教科の内容について、稲城市立中学校の生徒一人一人の学力の定着状況、定

着の傾向、学力と学習状況の相関関係、学力と生活習慣等との相関関係を調査

することにより、教員の指導方法の改善を図り、生徒一人一人の確実な学力向

上に資することでございます。 

      調査の対象につきましては、中学校第１学年生徒でございます。 

      調査の内容でございますが、教科に関する調査と学習や生活についてのアン

ケートの大きく二つございます。 

      教科に関する調査につきましては、国語と数学につきまして、小学校で学習

した内容の範囲から出題されております。 

      学習や生活についてのアンケートにつきましては、学習意欲、学習方法、学

習環境、生活の諸側面等に関する調査を行いました。 

      調査日につきましては、平成30年４月26日に市内の全中学校において実施し

ております。 

      １枚目の右側です、調査結果につきましてご説明申し上げます。なお、調査

結果の報告に当たりまして、学力調査により測定できるのは学力の特定の一部

分であることと、本調査の目的が教員の指導方法の改善を図ることであるとい

う趣旨を踏まえまして、本調査の結果をもって学力全体の評価を行うものでは

ないということを申し添えさせていただきます。 

      教科に関する調査の結果概要の表をごらんください。記載してございます全

国の平均得点率につきましては、委託業者が本市と同じ調査を実施している全

国の自治体のこれまでの結果を踏まえ、到達度の目安として示しているもので

ございまして、全国の平均得点率の値につきましては、昨年度と同じ数値にな

っております。 

      本市の調査結果につきまして、ご説明いたします。 

      稲城市の平均得点率につきましては、国語、数学の全ての領域におきまして、

全国の平均得点率を上回っております。 

      国語につきましては、記載のとおりでございますが、特に適切に話し合うこ

とや文のつながりや表現を工夫して書くこと、説明的な文章を読むことの小領
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域におきまして、十分定着が図られていると考えられます。課題といたしまし

ては、話すこと、聞くことの領域における適切な言葉を選び話すことの項目、

また読むことの領域における語句の構成を理解することの項目につきまして

課題が見られました。 

      数学につきましては、資料の活用の領域におきましては、定着が図られてい

ると見られます。また、小領域につきましては、約数、倍数、平均、単位量当

たりの大きさの小領域におきまして十分定着が図られていると考えられます。

課題といたしましては、数と式の領域における小数の仕組みとその計算の項目

につきまして課題が見られました。 

      続きまして、学習や生活についてのアンケートの結果につきまして、ご説明

申し上げます。詳細につきましては２枚目以降に記載してございますが、主だ

ったものを１枚目の右下のところに記載させていただきましたので、その内容

につきましてご説明いたします。 

      １の学校へ行くのは楽しいという設問につきましては、肯定的な回答が約

92％であり、小学校から中学校へ進学し、多くの生徒が中学校生活を楽しんで

いる様子がうかがえます。 

      また、２の学校や学年の行事に積極的に取り組んでいるという設問ですが、

この肯定的な回答は約84％です。 

      また、６の学校の授業はよくわかるという設問の肯定的な回答が約96％であ

ることからも、学校生活にしっかりと取り組んでいる様子がうかがえます 

     11のノートにまとめるときには、自分なりの工夫をしているという設問の肯定

的な回答が約87％です。 

      また、12のテストが返されたとき、点だけでなく、どこがまちがっているか

を調べるという設問の肯定的な回答は約90％であることから、学習に対しても

しっかり取り組もうとしている様子がうかがえます。 

      一方、５の困ったときに、相談できる先生がいるという設問の否定的な回答

が約25％、それから９の授業で分からないことが残ったときには、休み時間や

放課後に先生や友達に聞くようにしているという設問の否定的な回答が約

37％という結果でございました。これにつきましては、平成29年度の調査でも

同様の傾向がございまして、生徒と教員とのコミュニケーションのところに若

干の課題が見られますが、ただ、本調査につきましては実施時期が中学校の第

１学年の４月でありますことから、まだ生徒と教員とのコミュニケーションが

十分でない時期ということによる結果ということも考えられますので、今後、

学校生活を通しまして、生徒と教員との信頼関係を構築することで肯定的な回

答がふえるよう努めることが大切であるというふうに考えております。 

     続きまして、資料の２枚目以降は、学習や生活についてのアンケートの結果と

教科に関する調査の平均得点率とのクロス集計の結果でございます。 
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まず、資料№２の右側の９です。先ほどありました授業で分からないことが

残ったときには、休み時間や放課後に先生や友達に聞くようにしているという

設問につきまして、肯定的な回答をした生徒が平均得点率が高いという傾向が

ございます。わからないことを積極的に解決しようとする意欲を高めるという

ことが大切であると考えることができます。 

  また、その下、10の授業で習ったことは、その日の内に復習をしているとい

う設問につきましても、肯定的な回答をした生徒のほうが平均得点率が高い傾

向にあり、家庭学習への取り組みと学力の相関関係が見られます。この設問に

つきましては、否定的な回答が約41％であることから、家庭学習を促す工夫が

必要であると考えることができます。 

  続きまして、№３をごらんください。11、12、13の３つの設問につきまして

は、肯定的な回答をした生徒のほうが平均得点率が高い傾向にあります。これ

につきましては、平成29年度も同様の傾向がございました。11のノートをまと

めるときには、自分なりの工夫をしているの設問からは、ノート指導が重要で

あるということ、また、12のテストが返されたとき、点だけでなく、どこが間

違っているかを調べるという設問からは、学習の振り返りが大切であるという

ことが考えられます。 

  また、13のもっと勉強して、いろいろなことを知りたいと思うという設問か

らは、学習に対する意欲を高める指導の工夫が大変大切であるということが考

えられますので、今後の各学校の指導に活用していくことが大切であると考え

ております。 

  続きまして、資料の№４をごらんください。26の、あなたは、本をよく読み

ますかの設問につきましては、肯定的な回答をした生徒のほうが平均得点率が

高い傾向にあり、学力と読書活動の相関関係が見られます。 

 その下、27のあなたは、次の日に学校があるとき、何時ごろに寝ますかの設問

につきましては、午後９時から12時までの間に寝る生徒の平均得点率のほうが、

午後12時以降に寝る生徒の平均得点率より高いということがわかります。これ

につきまして、平成29年度の調査では、午後12時以降に寝る生徒の割合が3.8％

だったのに対して、今回の平成30年度の午後12時以降に寝る生徒の割合は

7.2％と大きくなっておりますので、こういった気になる傾向も今回の調査か

ら見られます。 

  その他の設問の詳細につきましては、後ほどお手元の資料でご確認いただけ

たらと思います。 

  各中学校におきましては、現在、学校ごとに自校の調査結果を分析いたしま

して、成果と課題を明らかにし、授業改善推進プラン等に反映して、授業改善

に活用しているところでございます。今回の調査は中学校第１学年の４月の調

査であることから、今後の中学校における指導を通して、課題が改善されるよ

う取り組んでまいります。 
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  また、稲城市学力調査につきましては、今年度で第２回目の調査であります

ことから、次回以降は調査結果の経年変化にも着目して参りたいと考えており

ます。 

  以上、平成30年度稲城市学力調査結果の概要についてのご報告とさせていた

だきます。 

 

委 員 長  ありがとうございました。 

      以上で、報告事項の説明が終わりましたので、これより質疑をお願いいたし

ます。 

      どうぞ、城所委員。 

 

城所委員  今、指導課長のご説明で、一番印象的だったのは、１学年の４月26日に実施

された学力調査ですよということです。指導方法の改善という部分では、小学

校の教員にもフィードバックする必要があると考えますが、その辺はいかがで

しょうか。 

 

委 員 長  指導課長。 

 

指導課長  学力調査の結果を小学校に提供することにつきましては、小学校別に調査結 

果の集計を行っておりません。小学校を卒業した児童が進学する複数の中学校

の結果を小学校に提供するということは、中学校間の序列化を図るということ

にもつながりますので、教育委員会からは直接小学校に結果を提供することは

行っておりません。しかしながら、小学校と中学校の間で連携して学力向上を

図ることは大切なことだと認識しております。校長会等を通じまして、学力調

査の趣旨を踏まえた形で調査から伺える課題であったり、中学校における授業

改善の方策等については、中学校ブロックごとに小・中学校間で情報を共有し、

必要に応じて実施するよう各学校には指示しているところでございます。 

 

城所委員  関連です。第１学年の４月に学力調査をやる内容の信憑性が、アンケートも

含めて、いま一つ実感がありませんが、その辺はどうお考えでしょうか。 

 

委 員 長  指導課長、お願いします。 

 

指導課長  小学校から中学校に入ってくると環境も大きく変わるということで、中学生

は不安を抱えて入ってくる部分も多いと思います。それに応じて各中学校の教

員は、子供の実態によって指導をしていかなければいけません。それは学習面

でもそうですし。生活面でもそういうことがあります。４月の最初の段階で、

子供たちが中学校に入学してどのような気持ちでいるのか、学力の部分で一体
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どういったところに課題を抱えているのかということを把握することが、今後

３年間の指導を進めていく上での一つの方向性を示すことになりますので、４

月の最初で調査を実施しております。 

 

城所委員  わかりました。 

 

委 員 長  ありがとうございます。 

      ほかにはいかがでしょうか。 

      澁谷委員。 

 

澁谷委員  関連です。４月の最初に学力テストを行うことは、私もそのように理解して 

おりますが、例えば信頼できる先生がいるかといった場合、それが今のことな

のか、小学校時代なのか、そのようなことから先生との関わりを見ることがで

きるのかなと思いますが、いかがですか。 

 

委 員 長  指導課長。 

 

指導課長  この学習意欲と生活面のアンケートにつきましては、普段の学校生活、家庭 

生活、人間関係、学習、学校行事に対する意欲など、できるだけ広範囲のとこ

ろで最初に調査を行いたいと考えております。委託業者は、これまで複数の自

治体で様々な調査を行っている実績があります。委託業者と協議をしながら、

委託業者にアンケートを作成していただいております。 

 

委 員 長  どうぞ。 

 

澁谷委員  試験があったときの自宅での振り返りが多いということは、小学校時代から

の指導が行き届いているのではないかと私どもは見ておりますが、その辺のと

ころはいかがですか。 

 

委 員 長  指導課長。 

 

指導課長  学校から聞き取りを行ってはいないので、細かい実態については把握してお

りませんが、今、お話があったように、小学校での指導の部分で子供たちにプ

ラスで働いていることについては、引き続き中学校でも続けていって欲しいと

いう思いあります。アンケートの結果については、小・中学校で共有しながら

いいところは継続していく、また課題については改善していくということで、

取り組んでいくよう指導していきたいと考えております。 
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委 員 長  いかがでしょうか。どうぞ。 

 

今泉委員  10分間でアンケートを回答するかと思いますが、中には回答できてない子供

というのも存在していますか。回答時間は、10分間で切っているのでしょうか。 

委 員 長  指導課長、どうぞ。 

 

指導課長  調査を行う前に、各中学校の担当者を集めまして、実施の仕方について、指 

導課で説明会を行っております。教科に関する調査につきましては、45分間で

時間を区切って行っておりますが、生活や学習についてのアンケートにつきま

しては、実施時間は10分を目安とし、生徒の状況に応じて各学校の判断により、

調査時間を延長しても構わないというふうに指示をしておりますので、アンケ

ートに答えられるようにと十分な時間をとっていただけるというふうに考え

ております。 

 

今泉委員  なるべくどれかに丸をつけてもらおうという趣旨にはなっているということ

でしょうか。 

 

指導課長  はい。 

 

今泉委員  わかりました。ありがとうございます。 

 

委 員 長  ありがとうございます。 

 

澁谷委員  一ついいですか。 

 

委 員 長  どうぞ。 

 

澁谷委員  この調査時期のことばっかりで申しわけないんですけど。例えば秋ぐらいに

やれば、もっと現実的な数字がわかるような気がするんですけど、そういうわ

けにはいかないんですか。 

 

委 員 長  どうぞ。 

 

指導課長  調査結果を授業の改善に活用するというのが目的になっています。例えば、

秋に調査を行いますと、結果が返ってくるのが３学期なってしまいます。そう

すると授業改善になかなか生かせないということで、今回、４月に調査を行い

ました。調査結果が戻ってくるのが６月でございます。そうしますと夏休み前

の段階で生徒にアドバイスができますし、夏休み中に教員が授業改善をするた
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めに十分に計画を練って、２学期から改善に生かせるということありますので、

この時期に設定しております。 

 

澁谷委員  なるほど、わかりました。 

 

委 員 長  ほかにはいかがでしょうか。 

 

（ なしの声あり） 

 

委 員 長  それでは、質疑がないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

      次に、日程第４ 第26号議案「平成30年度稲城市教育委員会職員の人事につ 

いて」、日程第13 「協議事項」を議題といたします。 

      第26号議案は人事案件、協議事項は議会報告前の案件であることから、秘密

会といたしたいと思います。ご異議ございませんでしょうか。 

 

（ 異議なしの声あり ） 

 

委 員 長  ご異議なしと認めます。よって、第26号議案、協議事項は秘密会といたしま

す。本秘密会においては、関係者以外の退席を求めます。 

      暫時休憩いたします。 

 

（ 暫時休憩 ） 

※関係者以外の職員と傍聴者は退席する。 

 

（これより第26号議案、協議事項は秘密会） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

秘密会議録は別紙 

-------------------------------------------------------------------------------- 

（これにて第26号議案、協議事項の秘密会は終了） 

 

委 員 長  再開いたします。 

      これより、第26号議案「平成30年度稲城市教育委員会職員の人事について」

を採決いたします。 

      本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 
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委 員 長  挙手全員であります。よって、第26号議案は原案のとおり可決いたしました。 

以上で議事日程は全て終了いたしました。 

      これにて閉会といたします。 

 

（午後３時50分閉会） 


